
医療審議会病院部会（地域医療計画・地域医療構想との整合性及び財務・人員確保見通しの資料を充実）

法第7条の3第2項

法第7条の3第4項

令和６年度以降の病院等開設・増床手続フロー（療養・一般病床、民間医療機関）

法第7条第4項

事前協議にかかわらず医療機関の開設許可申請、増床等の許可申請がなされた場合

配分可能病床

事前協議なし

開設許可

法第7条第4項
法第30条の11

開設中止、病床削減を
勧告し、開設許可

保険医療機関の指定申請

勧告の病床を指定しない

健康保険法第65条第4項

あり なし

事前協議受付

不足機能 過剰機能

必要病床数に
達している

必要病床数に
未達

法第27条の2第1項

法第27条の2第2項

法第27条の2第3項

法第7条第5項

不足機能への
転換条件付き許可

条件に従うよう勧告

勧告に従うよう命令

命令に従わなかった旨を公表

病床削減 or 不足機能へ転換

過剰機能のまま

地域への影響が
少ないので
直接審議会へ

地域への影響につ
いて調整会議から
意見を求める

「病院の開設等に関する
指導要綱」に規定を追加

① ② ③ ④ ⑤

病床削減せず

地域医療構想調整会議

必要病床数に
未達

必要病床数に
達している

50床以上増床、病院の新規開設49床以下の増床
診療所の新規開設

② ④ ③⑤

未達 到達

不足 ①② ③

過剰 ④ ⑤

必要病床数

病床
機能

② ③ ④ ⑤

調整会議 協議 協議 協議 協議

医療審議会 諮問 諮問 諮問 諮問

想定される
結果

申出の取下げを要請
申出の取下げ、病床数の
削減を要請

不足機能があれば転換要
請 or 承認せず

不足機能があれば転換を
要請 or 申出の取下げ、
病床数の削減を要請

法的根拠 なし あり あり あり
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